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Â背景
現在、ASP・SaaS事業者によるサービス等に関する情報開示は必ずしも十分な状況とは言えず、ユーザと
の間に情報の非対称性が存在している。また、ユーザの中には、ASP・SaaS事業者の安全・信頼性に対す
る不安を持つものも出てきている。

このため、ASP・SaaS事業者に対して情報開示を促進するとともに、ASP・SaaSサービスのうち安全・信頼性
に係る情報を適切に開示しているものに関する認定の制度の導入が求められている。

Â認定制度の基本的考え方
①ASP・SaaSのユーザの視点に立った制度であること

ü ASP・SaaSについての高度な専門知識を持たないユーザが、審査基準や審査結果を理解できること
ü ユーザによるASP・SaaSサービス・事業者の評価・選択等を容易にすること

②発展期にあるASP・SaaS市場の拡大を促進する制度であること

ü ASP・SaaSサービスを提供しようとする中小企業等のASP・SaaS市場への参入を促進するものであ
ること

ü 認定審査の手続きや審査基準が簡潔であること
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Â認定制度のユーザーにとっての意義
①ASP・SaaSサービスを利用するユーザにとっての意義
ü ASP・SaaSサービス・事業者の安全・信頼性についての開示情報が豊富になるとともに情報開示

項目が共通化されることにより、複数のASP・SaaSサービス・事業者の比較・評価等が可能になり、
最適なASP・SaaSサービス・事業者を選びやすくなる。

②ASP・SaaSサービスを提供する事業者にとっての意義
ü 情報開示によって、ユーザによるASP・SaaSサービス・事業者の比較・評価等が可能になり、安

全・信頼性のより高い認定サービスへの需要が高まるため、認定を受けたサービスを提供する事
業者は、顧客獲得の機会の増大につながる。

③社会全体としての意義

ü 認定制度の実施により、ASP・SaaSサービスが産業、生活、社会システム等の経済社会活動の多
くの分野に普及・定着し、安全・信頼性の高い効果的・効率的な社会情報基盤の形成が進む。

Â認定対象
認定対象は、事業者により提供されるASP・SaaSサービス（提供が開始されたもの）とする
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Â認定申請の資格・方法
①申請資格

ü ASP・SaaS事業者（※）が、認定制度への申請資格を有している。なお、外国法人についても、日本
語にて情報開示等が行われている場合には、申請を行うことができる。

（※）特定又は不特定ユーザが必要とする情報通信システム機能を、ネットワークを通じて提供
するサービスを提供する事業者

②申請書類

ü 以下の日本語で記述された書類を認定機関に提出
Â 認定機関が定める様式の申請書 ＜新規、更新申請時の申請書＞

Â 登記事項証明書その他の申請者の実在を証明する公的書類（外国語で記載されている場
合には、原本及び訳文）

Â その他認定機関が指定する書類 ＜情報開示の内容変更時の届出書等＞

③申請方法

ü 申請者は、郵便書留により申請を行うことができる （本認定制度のホームページにより申請できる
ように準備中）

④申請受付期間

ü 2008年4月中旬頃から受付開始
ü 随時受け付け
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Â認定審査の実施体制
ü認定の審査は、認定機関が行う。
ü審査にあたっては、認定機関内に設置する学識経験者及び民間有識者等により構成される「認定審査委
員会」を開催し、あらかじめ意見を聞くことがある。

ü認定審査委員会は、認定機関からの要請を受けて、認定審査プロセスにおける専門的及び技術的事項に
関する検討・判断を行う。

Â認定審査のプロセス
①書類審査

ü 申請者より提出された申請書類（申請書、申請内容を疎明する関係資料、申請者の実在を証明する
公的書類等）をもとに、審査基準に基づき審査する。

②調査

ü 認定機関は、認定を実施するため必要があるときは、申請者に対し、その営業所、事務所その他事
業場における調査の受け入れを求めることがある。

③審査結果の通知

ü 認定機関は、審査終了後速やかに申請者に対して認定又は非認定の結果を通知する。なお、非認
定の場合には、改善等が求められる情報開示項目等について説明を付すこととする。

④審査結果の公表

ü 認定機関は、審査の結果、認定されたサービスについて以下の情報を公表する。
¸ 申請書の必須開示項目の記入欄に記載された事項
¸ 申請書の選択開示項目の記入欄への記入の有無
¸ 認定を実施した日及び認定の有効期限
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Â認定審査対象項目
– 認定審査の対象項目は、「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」（総務省;平成19年11月27日
公表）で示されている、以下の情報開示項目に基づく。

（１）ASP・SaaS事業者の安全・信頼性に関する情報開示項目
①開示情報の時点、②事業所・事業、③人材、④財務状況、⑤資本関係・取引関係、⑥コンプライアン
ス

（２）ASP・SaaSサービスの安全・信頼性に関する情報開示項目
①サービス基本特性、②アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ等、③ネットワーク、

④ハウジング（サーバ設置場所）、⑤サービスサポート

Â認定審査基準
– 審査対象となる情報開示項目は、「必須開示項目」（必ず情報開示してもらう項目）と「選択開示項目」（情報
の開示は任意である項目）に分かれており、以下の審査基準により申請されたサービスを認定する。

・ 「必須開示項目」の全てについて適切な情報開示を行っており、かつ「必須開示項目」の中で特にユーザに
とって重要な「一定の要件を考慮すべき項目」の全てについて一定の要件を満たす場合（対策・措置等を
行っている場合、最低水準数値以上の場合）には認定とし、それ以外の場合には非認定とする。

・ 「選択開示項目」については、開示が任意であるため認定の審査の対象にはならない。ただし、記入欄への

記述の有無については公表の対象となる。
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情報開示指針をもとに、審査基準が検討されている。

選択項目

一定の要件を考慮すべき事項

必須項目

２ 審査基準

３ ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度

１ 情報開示指針

ASP・SaaSにおける

情報セキュリティ対策

ガイドライン
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Â認定証・認定マークの発行・使用
ü 審査の結果、認定されたASP・SaaSサービスに対して、認定証及び認定マークが認定機関より発行され
る。

ü 認定証及び認定マーク使用の有効期間は、認定を実施した日より1年間
ü 事業者は、認定の有効期間中、認定マークをウェブページ、広告媒体、取引書類等に表示することがで
きる。

Â認定の更新
ü 認定の更新を求める事業者は、認定の有効期間満了日の60日前から30日前までの期間内に更新手続
を行い、認定機関の更新審査を受ける必要がある。

ü 更新の際の審査は、新規申請時点から変更のあった項目を対象とする。
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Â認定制度の全体像

ASP・SaaSサービス
（認定）

ASP・SaaSサービス
（認定）

ASP・SaaSサービス
（認定）

ASP・SaaSサービス
（認定）

ASP・SaaSサービス
（認定）

ASP・SaaSサービス
（認定）

申請

認定審査委員会

委員：学識経験者、民間有識者等
書類審査（+調査）

認定審査委員会

委員：学識経験者、民間有識者等
書類審査（+調査）

合格の場合は認定証
及び認定マークを発行

認定サービスに係る事項の公表
・申請書の必須開示項目の記入欄に記載さ
れた事項
・認定を実施した日及び認定の有効期限

ASP・SaaSサービス
（非認定）

ASP・SaaSサービス
（非認定）

ユーザーユーザー

ユーザーユーザー

ユーザーユーザー

ユーザーユーザー

ASP・SaaS市場

事業者の情報開示の促進と「一
定の要件を考慮すべき項目」に
よる安全信頼性の評価により、
情報の非対称性が縮小

統一された情報開示項目の事
業者間の比較により、最適な
サービス選択が可能に

認定機関

ASPICジャパン
協力

ASP・SaaSサービス
（認定）

ASP・SaaSサービス
（認定）

ASP・SaaSサービス
（認定）

ASP・SaaSサービス
（認定）

ASP・SaaSサービス
（認定）

ASP・SaaSサービス
（認定）

申請

認定審査委員会

委員：学識経験者、民間有識者等
書類審査（+調査）

認定審査委員会

委員：学識経験者、民間有識者等
書類審査（+調査）

合格の場合は認定証
及び認定マークを発行

認定サービスに係る事項の公表
・申請書の必須開示項目の記入欄に記載さ
れた事項
・認定を実施した日及び認定の有効期限

ASP・SaaSサービス
（非認定）

ASP・SaaSサービス
（非認定）

ユーザーユーザー

ユーザーユーザー

ユーザーユーザー

ユーザーユーザー

ASP・SaaS市場

事業者の情報開示の促進と「一
定の要件を考慮すべき項目」に
よる安全信頼性の評価により、
情報の非対称性が縮小

統一された情報開示項目の事
業者間の比較により、最適な
サービス選択が可能に

認定機関

ASPICジャパン
協力
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ASPASP・・SaaSSaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針の安全・信頼性に係る情報開示指針 （その１）（その１）




